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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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絶対湿度一定下におけるステンレス鋼の 

乾湿繰返し促進腐食試験方法 

Accelerated cyclic corrosion tests with dry and wet conditions  

at constant absolute humidity for stainless steels 

 

序文 

この規格は，2013 年に第 1 版として発行された ISO 16539 を基とし，国内実情を反映するため，技術的

内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，大気環境におけるステンレス鋼の腐食挙動を評価する促進腐食試験方法について規定する。

この規格は，腐食試験で使用する装置も規定する。この腐食試験には，塩分付着条件，及び絶対湿度 1)一

定下における乾燥・湿潤条件を含む。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 16539:2013，Corrosion of metals and alloys－Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to 

synthetic ocean water salt-deposition process－"Dry" and "wet" conditions at constant absolute 

humidity（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

注 1) 絶対湿度とは，体積 1 m3 の空気中に含まれる水蒸気の質量（g）をいう。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS G 0595 ステンレス鋼の表面さび発生程度評価方法 

 

3 試験溶液 

3.1 混合塩溶液 

本試験で使用する混合塩溶液は，市販の人工海水又は附属書 JA で規定する代替用海水溶液若しくは 3.2

の規定で作製する混合塩溶液を使用する。 

3.2 混合塩溶液の作製 

この混合塩溶液の組成は，附属書 JA に示す代替用海水溶液と同じである。溶液の作製は，3.2 及び附属


